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「医療費のお知らせ」について（通知） 

 

 

 医療費のお知らせについては、確定申告の医療費控除又は医療費の還付申告の際に、医療

費の領収書の添付又は提示に代えて、保険者が発行した医療費通知を使用できることから、

当支部では、希望する組合員に対して交付しているところです。 

 令和７年分については、下記のとおりとしますので組合員への周知をお願いします。 

 

記 

 

１ 対象者   

  交付を希望する組合員及び被扶養者 

 

２ 申請方法   

  別添の『「医療費のお知らせ」交付依頼書』を当支部あてに郵送又はメールで提出し

てください。また、依頼書受付に期限はありませんが、希望する診療期間により交付時

期が異なりますのでご注意ください。 

 

３ 希望する診療期間及び交付予定時期 

 区分        交付を希望する診療期間          交付時期 

 

当年分 

 

令和７年１月分～１０月分 令和８年１月中旬以降 

令和７年１月分～１１月分 令和８年２月中旬以降 

令和７年１月分～１２月分 令和８年３月中旬以降（注意） 

過年分 令和２年１月分～令和６年１２月分の希望する期間 その都度 

（注意）令和７年分の確定申告期限に間に合いませんので、確定申告にご使用の場合は、令和７年１月分 

     ～１１月分の診療期間で依頼し、１２月分については領収書でご対応くださるようお願いします。 

 

 

４ 交付方法等 

  医療費のお知らせは、個人毎に作成し、組合員の届出住所へまとめて親展で送付します。 

  なお、個別に送付を希望する場合は、『「医療費のお知らせ」交付依頼書』の【交付について】

３の表へ記入してください。 

 

５ 「医療費のお知らせ」記載内容 
別紙『「医療費のお知らせ」記載内容及び留意事項等について』をご参照ください。 

 

 



 

６ その他 

（１） マイナンバーカードを健康保険証として利用するための登録が完了している方は、 

  マイナポータルから医療費情報通知を取得することができます。 

（２） 共済組合からの給付金のうち、附加給付についてはマイナポータルに記載されてい 

ないため、給付のある方に送付している「給付金決定通知書」を参考にしていただく か、

又は医療費のお知らせにてご確認くださるようお願いします。 

（３） 医療機関等で１０割負担をした場合等で、本人の手続により７割分を療養費として 

給付された際は、医療費のお知らせに記載されませんので、「給付金決定通知書」で ご

確認ください。 

（４） 医療費のお知らせに記載されている医療費の額と、実際に支払った自己負担額が一 

致していない場合には、実際に負担した額に訂正して申告する必要があります。 

    その訂正方法については、税務署へお問い合わせください。（訂正が必要な例とし 

て以下へ掲載しています。） 

 

 ＜医療費控除申告の際に訂正が必要となる例＞ 

 ① 自治体単独の医療費助成、附加給付を受けた場合 

 ② 療養費・家族療養費、出産費・家族出産費、高額療養費、柔道整復療養費、はり・ 

  きゅう・マッサージ等の療養費、治療用装具の療養費等の支給を受けた場合 

 ③ 医療費通知に記載されている医療費に未払いがあったとき 

 ④ 医療機関による請求遅れにより、医療費のお知らせへ反映されていない場合 

 

 

    確定申告（医療費控除）の手続に関することは、国税庁のホーム 

  ページを参照するか、最寄りの税務署へお問合せ願います。 

 

 

 

 

 

 

                   【問合せ・提出先】  

           公立学校共済組合青森支部 共済給付･年金グループ  

           〒030-8540 青森市長島１－１－１青森県教育庁職員福利課内 

           電話  ０１７－７３４－９９１３（直通） 

           ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ：kyufu_kyosai@pref.aomori.lg.jp 

 


